
ＮＯ．２３４    　八重洲二丁目中地区（組合施行）

計画地
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地区面積 構造

階数 高さ

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

特別区道中京
第537号線

幅員7.5m
［全幅員15m］

約115ｍ

特別区道中京
第433号線

幅員7.0m
［全幅員12.5～13.5m］

約165ｍ

特別区道中京
第402号線

‐ ‐ 約10 ㎡

建築面積
建築物の高

さの限度

約15,700㎡

高層部240
ｍ、低層部
60ｍ（建築物
の高さは
T.P.+4.0ｍから）

建築敷地面積

約19,500㎡

都市計画決定

八重洲二丁目中地区第一種市街地再開発事業 約2.2ha

(やえす２ちょうめなか)

１　計画の概要

　中央区八重洲二丁目地内

計画の概要

　東京駅前の交通結節機能の強化
　「国際空港や地方都市を結ぶ大規模バスターミナルの整備、東京駅と周辺市街地を結ぶ歩行者ネット
ワーク及び地域に開かれた広場の整備」

　国際競争力を高める都市機能の導入
　「外国人子女の教育環境の整備、外国人の多様なニーズに対応した滞在機能の整備、エリアマネジメント
実施によるまちの魅力・活力の向上」

　環境負荷低減防災対応力強化
　「エネルギーネットワーク構築等による環境負荷低減、地区間のエネルギー連携等による災害時支援機
能の強化」

約２．２ｈａ
　鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造
　及び鉄骨鉄筋コンクリート造

地上４３階／地下３階 約２２７ｍ

２　都市計画の内容

建築敷地の
整備

整備計画

・地上部は敷地内屋内及び屋外に広場を設けるほか、東西方向に２本の通路等を設
け、快適な歩行者空間を確保する。
・地下部は東京駅とバスターミナルを直結させることで東京駅の交通結節機能の強化
に寄与するとともに、隣接する京橋二丁目西地区を経由して京橋駅方面に接続させる
ことで東京駅から京橋方面への安全で安心な歩行者ネットワークを形成する。

公共施設の
配置及び規模

備考

道
路

既設

拡幅

一部拡幅（隅切部）

建築物の整備

延べ面積(容積対象) 主要用途

約418,000㎡（約325,650㎡）

事務所、店舗、居住・滞
在施設（サービスアパー
トメント等）、インターナ
ショナルスクール、バス
ターミナル、駐車場 等

平成２９年９月１２日　中央区告示第２２０号



都市再生特別地
区（八重洲二丁
目中地区）

約2.2ha 1670% 400% 80% 5,000㎡

高層部
GL+240m、

低層部
GL+60m

（高さの基準とな
るGLは

T.P.+4.0m）

都市計画決定

敷地面積 建蔽率
延べ面積 容積率

事業認可 総事業費

年　月　日

平成17年6月

平成20年8月

平成23年5月

平成25年3月

平成29年9月12日

令和3年10月19日

令和4年10月25日

令和5年3月30日

令和5年4月6日

令和6年8月8日

令和6年11月8日

３　都市再生特別地区

地区種類 面積
建築物の容積
率の最高限度

容積率の
最低限度

建蔽率の
最高限度

建築面積の
最低限度

高さの最高
限度

平成２９年９月１２日　東京都告示第１３８１号

４　事業計画の概要

約19,562㎡ 約80％
約389,290㎡ 約1,670％

用途
事務所、店舗、サービスアパートメント、インターナショ
ナルスクール、劇場、バスターミナル、駐車場 等

住宅戸数 -

駐車場 約438台

権利変換計画認可

令和3年10月19日　東京都告示第1266号
令和4年10月25日　東京都告示第1396号（変更）
令和6年11月8日　東京都告示第1139号（変更）

約3,740億円

５　経　緯

内　　　　　　　　　　　　　　　容

「八重洲二丁目中地区まちづくり勉強会」発足（区主催）

「八重洲二丁目中地区有志の会」発足

「八重洲二丁目中地区再開発協議会」発足

「八重洲二丁目中地区再開発準備組合」設立

都市計画決定
（都市再生特別地区、地区計画〔変更〕、自動車ターミナル〔変更〕、第一種市街地再開
発事業）

「八重洲二丁目中地区市街地再開発組合」設立認可

定款、事業計画変更認可

権利変換期日

建築工事着工

事業計画変更認可



６　位置図

７　区域図



９　完成予想図

８　配置図


